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Ⅰ 行政経営改革の必要性        

 

１ 策定の趣旨 

本市では、昭和６０年９月に「稲沢市行政改革大綱」、平成７年１１月に「第２次稲沢市行政

改革大綱」、平成１１年１月に「第３次稲沢市行政改革大綱」を策定し、事務事業の見直し等を

積極的に進めてきました。また、平成１７年４月１日の旧稲沢市、旧祖父江町、旧平和町の１市

２町の合併を機に、これまでの節約型の「行政管理」から顧客主義に立った行政サービスの提供、

市民志向の施策展開をすることにより、市民満足を向上させることを目指した※１「行政経営」へ

の転換を図った「行政経営改革プラン」を平成１７年１０月に策定しました。 

「行政経営改革プラン」では、経営の基本理念を「まず市民のこと、そしてまちの未来のこと

を考える」、「市民との協働を通じ、限られた経営資源を最大限に活用し、市民満足の向上を目

指す」と定め、組織機構の改革、定員管理の適正化、民間委託等の推進など、社会の情勢や市民

ニーズの変化に的確に対応しながら、簡素で効率的な行政運営を行いつつ市民サービスの向上な

どに努めてきました。 

今後も限られた財源を選択と集中により真に必要なサービスへと重点化し、最少の経費で最大

の効果を上げるという行政運営の基本に立ち、事務事業の抜本的な見直しや財源の確保を図るこ

とにより、健全財政の維持に努めるとともに、市民サービスの向上を図り、引き続き行政経営改

革を推進していくため、新たな行政経営改革プランを策定します。 

 

２ 行政を取り巻く現状 

行政を取り巻く環境は、地方分権の進展により「自己決定」「自己責任」の範囲が大幅に拡

大しており、市民ニーズの多様化に対応するため、今まで果たしてきた役割に加え、新たな行

政ニーズへの柔軟な対応と地域の実情に即した主体性のある行政組織への転換が求められ、今

まで以上に市民と協働によるまちづくりを進めていく必要があります。 

しかしながら、地方財政は※２三位一体の改革による補助金や地方交付税の減少、景気後退等

に伴う地方税収入の落ち込み、さらには急激に進む少子高齢化などによる社会保障関係経費の

増加などが相まって、財源不足がさらに深刻化するものと見込まれています。 

こうした厳しい行政を取り巻く環境の変化や合併後の積み残し課題に適切に対応していくに

は、これまで以上に職員の意識改革に努めるとともに、限りある財源を最少の経費で最大の効

果を上げるという行財政運営の基本に立ち、効果的な行財政運営を行っていかなければなりま

せん。 
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Ⅱ 改革の基本的な考え方   

１ 経営の基本理念 

 

 

 

 

 
 

経 営 の 基 本 理 念  

１ まず市民のこと、そしてまちの未来のことを考える 

２ 市民との協働を通じ、限られた経営資源を最大限に活用し、市民満足の向

上を目指す 

本市は、多様化する市民ニーズに対し迅速に対応できるスリムでスピード感のある行政運

営、そして、税金を負担した市民の満足を最優先に考え、市民生活に根ざした行政運営を目

指し、これまでの職員数や人件費の抑制、事業の見直しや事業費の圧縮などに管理の重点を

おいた節約型の「行政管理」から、市民と行政が互いに協働関係を築きながら、市民の目線

に立った行政サービスの提供や、民間企業の経営理念・手法を積極的に取り入れながら、限

られた経営資源を有効的に活用し市民の満足を向上させる「行政経営」に転換し、その行動

指針として「行政経営改革プラン」を策定し、上記の基本理念に基づき、行政経営に取り組

んできました。 

この基本理念は、時代や社会情勢の変化に影響されることがない普遍的なものですので、

本プランにおいても継承します。 

 

２ ６つの基本目標 

経営の基本理念は、本市の価値基準・価値観を確立したものです。その基本理念に基づき

取り組むべき方向性を示したものが基本目標です。 

したがって、前行政経営改革プランで掲げた基本理念を継承し、同様にこれまで展開して

きた６つの基本目標についても基本的に継承するものとします。そしてこの目標の実現に向

かって、最少の経費で最大の効果をあげるよう努め、個別の取り組みを進めます。 

 

 

   

 

基本目標１ 成果、コストを重視した組織・制度への転換 

     行政に対するニーズや施策・事務事業の評価を踏まえ、市民志向、成果重視の行政経

営を推進します。そのために組織・制度の見直しを進め、職員一人ひとりが常にコスト

意識を持ち、市民のニーズに柔軟に対応するよう努めます。また、定員管理の適正化、

予算編成の改革など行政運営の効率化に努めます。 
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基本目標２ 持続可能な財政運営の確立 

     行政需要に的確に対応するには、安定した自主財源の確保が必要です。そのため、市

税や使用料などの徴収強化に努めるとともに、財政構造の改善にも努めます。 

     また、合併後の新市における公共施設のあり方の検討や施設の老朽化による維持管理、

施設更新コストの増加を抑制するため、施設管理の適正化に取り組みます。 

 

 

 
基本目標３ 職員の意識改革と人材育成 

     新たな行政課題に職員一人ひとりが柔軟に対応できるように、研修を通じた職員個々

の能力向上や市民の立場に立った意識の高揚など職員の意識改革を積極的に進めます。 

また、県や関係団体等と人事交流を図り、人材の育成に努めます。 

 

 

 

便利で快適なサービスの実現 基本目標４ 

     電子市役所化に継続して取り組み、ＩＣＴを活用した行政サービスの充実を図ります。

また、市民の目線に立った市民サービスの提供ができるよう、窓口サービスの充実など

に努めます。 

 

 

 
基本目標５ 市民との協働による市政の実現 

     市民と行政が協働してまちづくりを推進していくためには、行政活動の情報を共有す

ることが重要です。そのため、積極的な情報提供に努め、透明性の向上に取り組み、ま

た、審議会等委員の公募の推進、パブリックコメントの実施、会議の公開など、市民参

加の推進に努めます。 

 

 

 

     
効率的で質の高いサービスの実現 

基本目標６ 市民との役割分担を明確にし、 

多様化する市民ニーズに対して、更なる行政の効率化を追求し、費用対効果を勘案し

ながら、行政が行うことが必要な事業の選択を行い、外部委託の推進や指定管理者制度

の充実を図り、質の高い市民サービスの実現を目指します。 

 

３ 改革の考え方 

   市民の満足を向上させるため、６つの基本目標に基づき※３行政評価を活用し優先順位を決
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め、選択と集中により経営資源（人・モノ・金）を最適配分し、より効率的な行政サービス

を効果的に提供していきます。 

また、積極的に情報提供を行い説明責任を果たすとともに、市民との※４協働を推進するこ

とにより、満足してもらえる最適な行政サービスを提供し、市民満足の向上を図ります。 

 

 

【行政経営改革の基本イメージ図】 

 

 

市 民 満 足 の 向 上 

 

 

 

最適なサービスの提供 

（行政サービスの向上） 

 

 

 

市場メカニズムの活用 

庁内分権の推進 

成果主義の徹底 

市民満足度の追求 

市民との協働 

行政経営改革 

 

 

  

 
経営資源の

最適配分 

市民への

説明責任 
 

  

 
行政評価の

活用 
 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 市民との役割分担を明確にし、効率的で質の高いサービスの

実現 

５ 市民との協働による市政の実現 

４ 便利で快適なサービスの実現 

３ 職員の意識改革と人材育成 

６つの基本目標 

１ 成果、コストを重視した組織・制度への転換 

２ 持続可能な財政運営の確立 
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Ⅲ 改革推進に向けた取り組み           
 ６つの基本目標に基づき、本市が今後取り組むべき事項を定めます。これまで行政経営改革プ

ランで取り組んだ項目については、実施状況を踏まえ再編・整理するとともに、引き続き推進し

ていきます。また、新たに取り組むべき課題については、重点的に取り組むよう努めます。 

 

基本目標１ 成果、コストを重視した組織・制度への転換 

 

１ 組織の改革 

   分権時代にふさわしい自己決定･自己責任の観点に立った、市民が利用しやすく、わかり

やすい簡素で効率的な組織機構となるよう絶えず見直しを行い、市民の声を適正・迅速に反

映できる組織機構となるよう積極的に対応していきます。 

 

２ 定員管理の適正化 

   定員管理については、限られた職員数の中で増大する行政課題に対応していく必要があり

ます。行政サービスの低下を招かないよう、適正な業務の執行体制を確保し、定員管理の適

正化に努めます。 

 

３ 事務事業の見直し 

   国や県からの権限移譲により、市が担うべき事務業務が増加していくことが見込まれる中、

新たに生じる行政課題や多様化する市民ニーズに対し、迅速かつ的確に応えていくため、市

が実施しなければならない事務事業を明確にし、事業の廃止、事務の改善などに取り組みま

す。 

 

４ 予算編成の改革 

   厳しい財政状況の下、限られた財源を有効に活用し、多様化する市民ニーズに的確に対応

していくため、予算編成のあり方を抜本的に見直し、より効率的な予算編成の仕組みを構築

していきます。 

 

５ 入札制度の改革 

   公共事業に係る入札・契約手続とその運用について、より透明性・公平性の確保に努める

とともに、一層の改善・改革に取り組んでいきます。 
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 基本目標２ 持続可能な財政運営の確立  

 

１ 収入確保の徹底 

   収納率の向上を図ることは、自主財源の確保はもとより、負担の公平性の確保の観点や安

定したサービスを継続的に提供するためにも重要な課題です。そのため、未収金対策の強化

を図り、収入の確保に取り組みます。 

 

２ 補助金等の整理合理化 

   補助金等については、その必要性や成果を考慮し、実効性、効率性の向上に努め、適正化

を図ります。 

 

３ 受益者負担の適正化 

   受益者負担の原則に基づき、行政サービスを受ける受益者に、その受益に応じて負担を求

める必要があります。市民負担の公平性の観点から経費負担のあり方を検討し、受益と負担

の適正化を図ります。 

 

４ 施設、資産等の有効活用 

   施設、資産等のより一層の有効活用を図り、収入の確保や効率的な資産等の活用による経

費の縮減に努めます。 

 

５ 施設管理の適正化 

   施設の老朽化が進み維持管理経費が財政を圧迫する要因となっています。公共施設の設置

目的を踏まえ、耐用年数、利用状況、管理運営状況等を調査し、施設のあり方の検討を行い、

効率的な施設管理に努めます。 

 

６ 財政構造の改善 

  歳出全般の効率化と財源配分の重点化を図るため、財政構造の改善を図ります。 

 

 

基本目標３ 職員の意識改革と人材育成  

 

１ 職員の意識改革 

   社会情勢の変化や市民のニーズに応え、質の高いサービスを効果的に提供していくために、

職員の意欲、能力が最大限発揮される仕組みを構築し、職員一人ひとりの資質の向上を図り

ます。 
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２ 人材の育成・活用 

   職員が意欲を持ち、達成感を感じながら、その能力を最大限に発揮できるよう、多用な研

修を通じて人材の育成に取り組みます。 

 

３ 人事給与制度の改革 

   職員の給与について、国、県及び他市との均衡を考慮しながら適正な水準の維持に努める

とともに、職員の勤務意欲・士気の高揚を図れ、能力・実績を一層重視した人事給与制度の

構築を進めます。 

 

 

基本目標４ 便利で快適なサービスの実現  

 

１ 電子市役所の推進 

   電子市役所化に継続して取り組み、市民がいつでも行政情報を閲覧したり、各種申請、届

出などの行政手続きが行えるよう推進していきます。  

 

 ２ 市民サービスの充実 

   市民ニーズを踏まえた利便性の高いサービスの提供を目指し、市民サービスの基本である

窓口サービスの見直しを進め、市民の目線に立った行政サービスの提供に努めます。 

 

  

基本目標５ 市民との協働による市政の実現 

 

１ 情報公開の推進及び広報・広聴機能の強化 

   まちづくりを進めていくうえで必要なことは、市民と行政が共通の認識を持つことです。

行政運営に関する情報を積極的に市民に開示・共有することにより行政の公平性や透明性を

確保し、市民に信頼される開かれた市政運営を行っていきます。 

 

２ 市民との協働による市政の推進 

   これまでの行政主導のまちづくりを解消し、ボランティア、ＮＰＯ、民間等とのパートナ

ーシップにより、市民と行政の協働によるまちづくりを進めていきます。 

また、各種委員会・審議会委員の公募枠の拡大など、市民の市政に参加・参画できる機会

の充実に努めます。 
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基本目標６ 市民との役割分担を明確にし、 

効率的で質の高いサービスの実現 

 

１ 民間委託等の推進 

   民間と競合する事務事業や民間の高度な専門的知識を活用した方がより効率化が図れる業務

については、費用対効果を勘案しながら民間委託を推進します。 

 

２ 施設の管理運営等の見直し 

   施設管理における行政の関与の必要性を考慮しながら、民間事業者のノウハウを活かした施

設運営により効率的・効果的な管理運営を進めるため、指定管理者制度の充実を図り市民サービ

スの向上に努めます。 
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Ⅳ 改革の進め方            

１ 取組期間  

 平成２２年度～２６年度の５年間とします。 

２ 取り組みの推進  

 (１) 推進体制 

毎年の取組状況を行政内部の組織である「行政改革推進本部」（本部長：市長）で進行管

理していくとともに、市民の代表からなる「行政改革推進委員会」に報告し、多様な視点か

ら意見・提言等をいただきます。  

また、広報紙やホームページなどを通じて広く市民に公表し、意見を行政改革に反映して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指示 報告 

各担当部課 

 

 行政改革 

  推進委員会 

・有識者 

・団体の代表 

・公募市民など

 行政改革推進本部  

○本部長 ：市長 

○副本部長：副市長 

○本部員 ：教育長 

     各部長ほか 

庁内推進体制 

市 民 

意見

公表

意見・提言 参加 

報告 
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(２) 推進方法  

   行政経営改革の推進にあたっては、行動計画を策定し、計画的に実施していきます。行動

計画は、平成２２年度～２６年度の５年間を取組期間としますが、取組みの実施過程におい

て、Plan（計画…目標を設定し、その実現のための方法を決める）→Do（実施…設定した目

標を実現するために計画を実施する）→Check(点検…毎年度、計画どおり実施されているか、

達成状況などを点検する）→Action(改善…点検結果を基に、目標達成に必要な改善を行う）

のマネジメントサイクル（PDCA サイクル）に基づいた点検を行うこととし、事業の廃止、

縮小または見直し、あるいは行政経営改革の対象事業として取り組むべき計画を追加し、常

に進捗状況を的確に把握し、実施事項の追加や取組年度の変更など、随時、計画の見直しを

行うものとします。 

 

〔マネジメントサイクル〕              

 

PLAN D O 
 

 

 
（実施） 

目標を設定し、その実現の
ための方法を決める 

（計画） 

行政経営改革の推進 

継続的な改善の実施 

ACTION 

 

CHECK 

設定した目標を実現するために
計画を実施する 

（点検） 

 

 

 

 

 

 

 

 
（改善） 
点検結果を基に、目標達成に
必要な改善を行う 

毎年度、計画どおり実施されてい
るか、達成状況などを点検する 

 

 ・効果的に実施できたか ・計画の改善 
・計画内容の見直し ・目的の成果が得られたか  
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Ⅴ　行動計画

【行動計画の体系】

1 組織機構の改革

2 下水道事業の改革

3 支所機能の検討

4 グループ制の活用

5 プロジェクトチームの活用

２ 定員管理の適正化 6 定員適正化計画の見直し

7 行政評価システムの活用

8 教育委員会の第三者評価の推進

9 給食基本計画の策定

10 外国人住民に係る事務の見直し

11 予算枠配分方式の実施

12 予算の複数年度管理の実施

５ 入札制度の改革 13 契約方法の見直し

14 未収金対策の充実・促進

15 雇用創出策、企業誘致・誘導策の検討

２ 補助金等の整理合理化 16 補助金等の見直し

17 公共施設等使用料の見直し

18 廃棄物処理の受益者負担の見直し

19 公有財産の有効活用

20 新たな財源の確保

21 公用車の効率利用

22 公共施設のあり方の検討

23 公共施設マネジメントの構築

24 財政指標の適正管理

25 既発地方債等の低金利借換

26 既発地方債等の適正管理

27 財務諸表の作成

施設管理の適正化

６

1

2
持続可能な財
政運営の確立

５

１

３

４

成果、コスト
を重視した組
織・制度への
転換

４ 予算編成の改革

３

１ 組織の改革

実施事項

収入確保の徹底

受益者負担の適正化

施設、資産等の有効活用

財政構造の改善

事務事業の見直し

取組項目

 　行政経営改革プランは、6つの基本目標に基づき、最少の経費で最大の効果をあげる
よう努めるとともに、市民の目線に立った行政サービスを提供し、市民の満足の向上を
目指すものです。その改革の推進にあたり、具体的に実施する事項を取りまとめたもの
が行動計画です。

基本目標
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28 職員研修の充実

29 接客向上運動の推進

30 職員提案制度の充実

31 人材育成基本方針の策定・推進

32 他団体との人事交流

33 任期付任用職員の検討

34 人事考課制度の構築

35 職員給与の適正化

36 フレックス制度の検討

37 福利厚生の適正化

38 電子申請サービスの推進

39 マルチペイメントネットワーク(MPN）の導入

40 統合型ＧＩＳ（地図情報システム）の構築

41 専門職員の育成、情報化研修の実施

42 緊急情報配信サービスの構築

43 納付機会の拡大

44 窓口開設時間の延長の検討

45 放課後児童クラブの推進

46 ホームページの充実

47 審議会等会議の公表

48 パブリックコメント制度の活用

49 「市民め～る」等の活用

50 市政懇談会の開催

51 出前講座の推進

52 まちづくり推進協議会の設立

53
各種審議会等への市民公募委員の登用
推進

54 各種審議会等への女性委員の登用推進

55 ワークショップの推進

56
ボランティア、ＮＰＯ、市民活動団体
の育成・支援、指導者育成

57 アダプト制度の推進

58
各種業務へのＮＰＯ・ボランティアの
活用

59 外部委託の検討・推進

60 地域団体との協働の推進

２ 施設の管理運営等の見直し 61 指定管理者制度の充実

１ 民間委託等の推進

２ 人材の育成・活用

市民との協働による市政の推
進

4
便利で快適な
サービスの実
現

１ 電子市役所の推進

２ 市民サービスの充実

２

情報公開の推進及び広報・広
聴機能の強化

職員の意識改革

実施事項

１

基本目標 取組項目

3
職員の意識改
革と人材育成

３

１

人事給与制度の改革

6

市民との役割
分担を明確に
し、効率的で
質の高いサー
ビスの実現

5
市民との協働
による市政の
実現

－ 12 －



実施事項の具体的な計画
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１ 成果、コストを重視した行政経営の実現

１ 組織の改革

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

1 組織機構の改革
適正な組織・機
構の見直し

社会・経済情勢の変化や、
多様化する市民ニーズに迅
速に対応するため組織機構
の見直しを行う。

見直し
の実施

企画課

① ② ③ ④ ⑥

① 番　　号　・・・　実施事項の通番号を記載しています

② 実施事項　・・・　取組項目について具体的に実施する事項名を記載しています

③ 計　　画　・・・　実施事項を実現するための計画を記載しています

④ 取組内容　・・・　期間内に取り組む内容の説明を記載しています

⑤ 年度別計画・・・　年度毎の実施内容を記載しています

計画の実施に向けての調査や検討をする年度

実施の開始又は継続して取り組みを実施

⑥ 担 当 課　・・・　計画を実施するにあたり担当となる課名を記載しています

【計画の見方】

　分権時代にふさわしい自己決定･自己責任の観点に立った、市民が利用しやすく、わかりやすい
簡素で効率的な組織機構となるよう、絶えず組織機構の見直しを行い、市民の声を適正・迅速に反
映できる組織機構となるよう積極的に対応していきます。

⑤

基本目標を記載しています

基本目標に基づき、取り組
むべき項目（取組項目）とそ
の方針を記載しています
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１ 成果、コストを重視した組織・制度への転換

１ 組織の改革

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

1 組織機構の改革
適正な組織・機
構の見直し

社会・経済情勢の変化や、
多様化する市民ニーズに迅
速に対応するため組織機構
の見直しを行う。

見直し
の実施

企画課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

地方公営企業法
の一部適用

公共下水道事業に地方公営
企業法の一部（財務規定）
を適用し、企業会計方式の
経理を行う。

適用
事務

適用

経費負担の明確
化、資金調達状
況等を適切に区
分し表示

企業会計方式の経理を行う
ことにより、経費負担の明
確化、収入、コスト（支
出）、資金調達状況等を適
切に区分し表示（公開）す
る。

検討 実施

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

3 支所機能の検討 支所機能の検討

本庁へ事務や職員の集約を
図りながら、地域住民の
サービスに的確に対応でき
る支所の体制・機能のあり
方を検討する。

検討

企画課
支所

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

4
※5グループ制の活
用

グループ制の啓
発による活用の
促進

多様な行政ニーズに機動的
かつ柔軟に対応できるグ
ループ制のメリットを活か
した組織運営を行う。

啓発
促進

企画課
各課

2 下水道事業の改革 下水道課

　分権時代にふさわしい自己決定･自己責任の観点に立った、市民が利用しやすく、わかりやすい
簡素で効率的な組織機構となるよう絶えず見直しを行い、市民の声を適正・迅速に反映できる組織
機構となるよう積極的に対応していきます。
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番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

5
プロジェクトチー
ムの活用

組織横断的プロ
ジェクトチーム
（PT)の活用

複数の部課に関係する重要
政策や特命課題について、
調査研究、計画の策定など
を行うため、必要に応じプ
ロジェクトチームを設置し
活用を図る。

実施
各課

２ 定員管理の適正化

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

定員適正化計画
の見直し（策
定）

現計画の終期が平成２２年
度であるため、平成２２年
度中に平成２３年度を始期
とする計画を策定する。ま
た、策定に当たっては、第
５次総合計画に基づく行政
需要等を勘案し、適正な職
員数を確保できるものとす
る。

計画の
策定

実施

【数値目標】

※
新たな定員適正化計画を平成
２２年度中に策定予定。
当該計画に基づき数値目標を
計上する。

３ 事務事業の見直し

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

※6事務事業評価
の充実

事務事業について、ロジッ
クモデルを用いて有効性や
効率性を客観的に評価し、
事務事業の改善や資源の有
効配分を図る。

検討
試行

実施

※7施策評価の推
進

施策を構成する事務事業の
優先度や方向性を明らかに
して、その成果を評価し行
財政運営に反映させる。

実施

 国や県からの権限移譲により、市が担うべき事務業務が増加していくことが見込まれる中、新た
に生じる行政課題や多様化する市民ニーズに対し、迅速かつ的確に応えていくため、市が実施しな
ければならない事務事業を明確にし、事業の廃止、事務の改善などに取り組みます。

７
行政評価システム
の活用

企画課
各課

人事課

　定員管理については、限られた職員数の中で増大する行政課題に対応していく必要があります。
行政サービスの低下を招かないよう、適正な業務の執行体制を確保し、定員管理の適正化に努めま
す。

６
定員適正化計画の
見直し
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番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

８
教育委員会の第三
者評価の推進

外部評価委員会
による事業の点
検及び評価

外部評価委員会による教育
委員会の主な施策の点検及
び評価の結果を公表する。 実施

庶務課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

９
給食基本計画の策
定

給食調理場の形
態決定と施設の
建設計画の策定

今後の給食施設のあり方を
協議し、衛生管理基準に合
わせた給食施設建設計画を
立案する。また、園児・児
童生徒に安心安全な給食の
提供と生きた教材として食
育推進のために活用してい
く。

市内給
食施設
の方向
性を協
議

計画策
定の検
討

庶務課
児童課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

10
外国人住民に係る
事務の見直し

外国人登録制度
の廃止に伴う外
国人住民に係る
事務の見直し

住民基本台帳法の一部改正
に伴い外国人登録制度が廃
止になり、新たに外国人住
民が住民基本台帳制度に取
り込まれるため、事務の見
直しを図る。

システ
ム改修
費予算
化

職場レ
イアウ
ト変更

移行
本実施

市民課

４ 予算編成の改革

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

11
※8予算枠配分方式
の実施

予算枠配分方式
の実施及び改善

予算枠の範囲内において、
各部が自らの裁量によって
予算を調整する枠配分方式
の手法を平成２１年度から
取り入れており、今後も的
確に執行するとともに、よ
り効果的・効率的な手法と
なるよう改善を行う。

他市の
調査・
検討
改善の
実施

財政課

　厳しい財政状況の下、限られた財源を有効に活用し、多様化する市民ニーズに的確に対応してい
く、予算編成のあり方を抜本的に見直し、より効率的な予算編成の仕組みを構築していきます。
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番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

12
※9予算の複数年度
管理の実施

予算の複数年度
管理

中期的な視野に立った財政
運営を行なうため、予算の
複数年度管理について検討
を行う。
第５次総合計画の後期計画
に併せ複数年度管理を実
施。

検討 実施
財政課

５ 入札制度の改革

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

13 契約方法の見直し
※10一般競争入
札の拡大

入札契約制度の適正化を図
るため、契約方法の検討を
行う。
競争性、透明性の確保を図
るため、一般競争入札の拡
大に向け取り組む。

実施
契約検査課

　公共事業に係る入札・契約手続とその運用について、より透明性・公平性の確保に努めるととも
に、一層の改善・改革に取り組んでいきます。
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２ 持続可能な財政運営の確立

１ 収入確保の徹底

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

前納報奨金制度
の改正・廃止

市県民税の前納報奨金を廃
止し、固定資産税の前納報
奨金の交付率の見直しによ
る負担を軽減しながら早期
納付と収納率の向上を維持
する。

実施

【数値目標】 前納報奨金額
58,000

千円
59,000

千円
59,000

千円
60,000

千円
62,000

千円

税未納者の不動
産の差押公売を
実施

納税の必要性を理解しても
らうために、徴収体制の強
化と不動産の差押による公
売を実施。

実施

【数値目標】
公売
３件

公売
３件

公売
３件

公売
３件

公売
３件

インターネット
公売

滞納者から差し押さえた財
産をインターネットを利用
して公売し、市税債権を確
保するとともに、納税の公
平性を図る。

検討

実施手
順策定
及び
公売担
当者の
雇用

実施

【数値目標】

収納率
市税
95％
国保税
68％

収納率
市税
96％
国保税
68％

収納率
市税
96％
国保税
69％

　収納率の向上を図ることは、自主財源の確保はもとより、負担の公平性の確保の観点や安定した
サービスを継続的に提供するためにも重要な課題です。そのため、未収金対策の強化を図り、収入
の確保に取り組みます。

収納課14
未収金対策の充
実・促進
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番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

収入確保の徹底
を検討

民間の経営理念や手法を導
入し、民間の専門分野のノ
ウハウを活用することによ
り、最小の経費で最大の効
果を目指し、顧客満足度志
向の徹底を図る。

実施

【数値目標】

・不納欠損対象年度の収納
率を目標値とする
・H21年度（H19年度）実績
99.916％
・数値目標が達成された場
合は、更に数値目標を上げ
るものとする。

99.92% 99.93% 99.94% 99.95% 99.96%

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

雇用創出策、企
業誘致・誘導策
の検討

平和町嫁振、東城、横池、
下三宅地区に跨る農振農用
地地区における工場用地開
発。開発は１期２期に分
け、１期開発面積は約２３
ｈａで市街化調整区域内地
区計画により開発する。２
期の開発時期、主体につい
ては未定。

造成
工事
着手

造成工
事完了

工場
建設

企業立地
推進課

【数値目標】 固定資産税収入  35,000
千円

雇用創出、企業
誘致・誘導策の
検討

企業誘致等により新たな雇
用の創出、推進の方策を検
討していく。

優遇措
置の検
討・雇
用促進
の要請

雇用促
進の要
請

商工観光課

２ 補助金等の整理合理化

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

16 補助金等の見直し
補助金等の見直
し

公平性や効率性などの観点
から、補助対象事業や補助
金額の整合性など、本来あ
るべき姿を検討して、補助
金の適正化を図る。
見直し指針を作成し、指針
に沿った予算編成の実施。

現況
調査

見直し
指針
作成

財政課
関係課

　補助金等については、その必要性や成果を考慮し、実効性、効率性の向上に努め、適正化を図り
ます。

15
雇用創出策、企業
誘致・誘導策の検
討

水道業務課14
未収金対策の充
実・促進
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３ 受益者負担の適正化

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

公共施設等使用
料の見直し

行政サービスにかかるコス
トに応じて負担の公平化を
図る必要があることから、
受益者負担の適正化を図
る。

実施
財政課
関係課

市営住宅家賃の
見直し

市営住宅家賃において、新
設における住戸改善事業
（浴槽設置等）が施された
住宅においては、その改善
事業費を家賃に加算してい
く。

家賃算
定等の
根拠資
料整備

毎年度
家賃
算定

建築課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

※11特定家庭用
機器の収集・運
搬

稲沢市に適した廃棄物処理
（地デジ化に伴う廃棄テレ
ビの処分など、家電リサイ

クル法の規定外品(※12義務
外品)の処分）の応分負担
を調査研究する。

検討 実施
ごみ対策課

焼却施設搬入手
数料の見直し

稲沢市に適した廃棄物処理
（環境センター搬入処分費
用）の応分負担を調査研究
する。

（現行）150円/10ｋｇ

検討 実施
環境施設課

４ 施設、資産等の有効活用

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

19
公有財産の有効活
用

※13遊休資産の
活用

遊休資産については、市及
び県の公共事業の代替用地
としての活用や一般競争入
札等により売却を進める。
また、事務所、駐車場、資
材置場等に貸付を行なう。

遊休資
産の売
却及び
貸付

財政課

17
公共施設等使用料
の見直し

　受益者負担の原則に基づき、行政サービスを受ける受益者に、その受益に応じて負担を求める必
要があります。市民負担の公平性の観点から経費負担のあり方を検討し、受益と負担の適正化を図
ります。

　施設、資産等のより一層の有効活用を図り、収入の確保や効率的な資産等の活用による経費の縮
減に努めます。

18
廃棄物処理の受益
者負担の見直し
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番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

20 新たな財源の確保
広告掲載による
歳入の確保及び
歳出の削減

市の印刷物やホームペー
ジ、公共施設などの資産に
民間企業等の広告を掲載
し、自主財源の確保、経費
節減を図る。

実施

各課
企画課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

公用車の集中管
理

公用車の集中管理を進める
ことで、効率的な利用を図
り、公用車の削減に努め
る。

検討
総務課

【数値目標】
8台削
減

５ 施設管理の適正化

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

22
公共施設のあり方
の検討

公共施設のあり
方の検討

合併後の市域全体における
公共施設のあり方について
検討していく。

基礎資
料の
収集

検討委
員会の
設置

基本方
針の策
定

企画課
財政課
建築課
関係課

公用車の効率利用

　施設の老朽化が進み維持管理経費が財政を圧迫する要因となっています。公共施設の設置目的を
踏まえ、耐用年数、利用状況、管理運営状況等を調査し、施設のあり方の検討を行い、効率的な施
設管理に努めます。

21
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番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

公共施設維持管
理計画の策定

公共施設の維持管理につい
て、将来的に必要となる改
修費等の試算や今後の課題
等を整理した「公共施設維
持管理計画」を策定し、効
果的な修繕を行い公共施設
の維持管理コストの抑制を
図る。

基礎
資料の
収集

調査・
検討

策定

建築課
財政課
企画課
関係課

市営住宅ストッ
ク総合活用計画

市営住宅ストック総合活用
計画（公営住宅等長寿命化
計画）を策定し、市営住宅
の建替・改善等の整備保全
等の活用方針と運用を定
め、市営住宅の有効活用を
図る。

現地調
査及び
アン

ケート
調査の
実施

基本方
針及び
計画立
案

建築課

橋梁長寿命化修
繕計画

今後老朽化する道路橋の増
大に備え、橋梁長寿命化修
繕計画を策定することによ
り従来の事後的措置から予
防的な修繕、計画的な架替
えへと方針を転換すること
で、橋梁の延命並びに修
繕・架替え費用の縮減を図
り、地域の道路網の安全
性・信頼性を確保する。

橋梁点
検結果
に基づ
き修繕
計画策

定

土木課

循環型社会形成
推進地域計画及
び廃棄物処理施
設長寿命化計画

廃棄物の3Ｒ（リデュー
ス、リユース、リサイク
ル）を総合的に推進するた
め、市の自主性と創意工夫
を活かしながら総合的に廃
棄物処理施設の整備を推進
することにより、循環型社
会の形成を図る。

循環型
社会形
成推進
地域計
画の策

定

廃棄物
処理施
設長寿
命化計
画の策

定

施設整
備設計

施設基
幹整備
（H25-
Ｈ27）

環境施設課

公共施設維持管
理計画の策定

公共施設の維持管理につい
て、将来的に必要となる改
修費等の試算や今後の課題
等を整理した「公園施設長
寿命化計画」を策定し、効
果的な修繕及び改修を行い
公共施設の維持管理コスト
の抑制を図っていく。

検討
公園施
設長寿
命化計
画策定

都市計画課

23
公共施設マネジメ

ントの構築
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６ 財政構造の改善

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

24
財政指標の適正管
理

財政指標の算定
及び目標値の設
定

限られた財源を重点的・効
率的に配分しつつ、歳出規
模の増大を抑えるととも

に、※14公債費残高の累増
を抑制し、健全財政の維持
に向けて、財政指標の適正
管理に取り組む。

実施
財政課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

25
既発地方債等の低
金利借換

既発地方債等の
低金利借換

公共下水道事業債につい
て、平成１７年度に公営企
業金融公庫（現地方公共団
体金融機構）借入分の一部
借換の許可が得られ実施し
た。今後においても、健全
財政維持のため、随時低利
債への借換を検討、実施し
ていく。

検討
下水道課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

26
既発地方債の適正
管理

※15公的資金補
償金免除繰上償
還の実施

随時、低利債への借換を検
討していくとともに、平成
１９年度から平成２１年度
までの補償金免除繰上償還
措置が３年間延長されたこ
とに伴い、要件に該当する
場合は随時繰上償還を行
う。

実施

財政課
下水道課
水道業務課

市民病院
管理課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

27 ※16財務諸表の作成財務諸表の作成

民間企業会計の考え方と会
計実務を基に、資産、税収
や移転収支など地方公共団
体の特殊性を加味し、資
産・負債管理や予算編成へ
の活用等、公会計に期待さ
れる機能を果たすことを目
的とした財務諸表の作成に
取り組む。

実施
財政課

　歳出全般の効率化と財源配分の重点化を図るため、財政構造の改善を図ります。
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３ 職員の意識改革と人材育成

１ 職員の意識改革

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

28 職員研修の充実

人材育成基本方
針及び社会情勢
の変化に対応し
た職員研修の充
実

稲沢市職員人材育成方針に
基づき、併せて社会情勢の
変化に対応しつつ、毎年度
研修に関する計画を定め、
稲沢市行政を担う職員の育
成確保に努める。

実施
人事課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

29
接客向上運動の推
進

接客向上運動の
推進のための各
種取組みの実施

市主催の研修及び尾張五市
二町研修協議会を始めとす
る外部機関への派遣研修へ
の取組みの他、現行の「親
切、ていねい、スピード
アップ行政の推進」の実施
など、積極的に窓口対応の
向上に努める。また、平成
２１年度から実施している
「手話研修」を充実させ、
窓口でのバリアフリー化を
推進する。

実施

人事課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

30
職員提案制度の充
実

職員提案制度の
充実・推進

職員から市政全般に関する
提案を求め、職員の政策参
加機会を積極的に推進し、
これを実施することにより
職員の職務意欲の向上を図
るとともに、行政の合理化
と市民に対するサービスの
向上を図る。

実施
企画課

　社会情勢の変化や市民のニーズに応え、質の高いサービスを効果的に提供していくために、職員
の意欲、能力が最大限発揮される仕組みを構築し、職員一人ひとりの資質の向上を図ります。

- 25 -



２ 人材の育成・活用

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

31
人材育成基本方針
の策定･推進

人材育成基本方
針の策定(見直
し)とその推進

現行の人材育成基本方針の
終期が平成２３年度である
ことから、平成２３年度中
に平成２４年度を始期とす
る新たな基本方針を策定
（見直し）したうえで、本
市の目指すべき将来像の実
現のためこの基本方針に基
づく研修の実施に取り組
む。

基本方
針の
推進

基本方
針の策
定(見
直し)

新基本
方針の
推進

人事課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

本市が構成団体となってい
る尾張農業共済事務組合及
び愛知県後期高齢者医療広
域連合への派遣について
は、派遣の要請に基づき派
遣を継続する。

実施

課題事業又は新規事業若し
くは教育行政の振興に対応
するための愛知県又は愛知
県教育委員会からの派遣に
ついては、必要に応じて要
望し、受入れを行う。

実施

愛知県への実務研修生につ
いては、地方分権に対応す
るため、また、県行政のノ
ウハウを習得させるため、
若手の職員を必要に応じて
派遣する。

実施

稲沢市職員公益的法人等へ
派遣に関する条例に基づき
行っている稲沢市社会福祉
協議会への派遣は、人件費
の負担について、検討す
る。

見直し 実施

　職員が意欲を持ち、達成感を感じながら、その能力を最大限に発揮できるよう、多用な研修を通
じて人材の育成に取り組みます。

32
他団体との人事交
流

他団体との人事
交流の推進

人事課
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番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

33
※17任期付任用職員
の検討

任期付任用職員
の活用について
の検討

任期付任用職員について
は、採用後に従事させる事
務に必要とされる専門的な
知識経験の度合や、配属す
べき部署の検討など課題を
整理したうえで、他市の状
況を見ながら検討を進め
る。

検討 人事課

３ 人事給与制度の改革

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

34
※18人事考課制度の
構築

人事考課制度の
構築と対象者の
全職員への拡大

人事考課制度については、
導入以来数度にわたり改正
してきたが、全体としての
制度確立にはいたっていな
いため、全職員に対して拡
大して実施すべくさらに制
度の改良に努める。

実施

拡大に
ついて
は検討

人事課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

35 職員給与の適正化
職員給与の適正
化

職員の給与については、人
事院勧告及び愛知県人事委
員会勧告に基づき、今後と
も適正化を推進する。

実施
人事課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

36
※19フレックス制度
の検討

フレックス制度
の検討

フレックス制度について
は、県内においても導入さ
れている事例は皆無であ
り、今後は、多様な任用の
方法も合わせ、市民サービ
ス向上の観点も考慮しつ
つ、他市の動向を注視しな
がら引き続き検討する必要
がある。

検討
人事課

　職員の給与について、国、県及び他市との均衡を考慮しながら適正な水準の維持に努めるととも
に、職員の勤務意欲・士気の高揚を図り、能力・実績を一層重視した人事給与制度の構築を進めま
す。
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番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

37 福利厚生の適正化
福利厚生の適正
化の推進

職員の福利厚生事業の根幹
である稲沢市職員互助会の
あり方については、事業の
内容をはじめ公費負担(助
成金率)の考え方につい
て、他市の状況を把握した
うえで、市民に対して説明
責任を果たすためにも一層
の適正化を推進する。

実施
人事課
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４ 便利で快適なサービスの実現

１ 電子市役所の実現

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

38
※20電子申請サービ
スの推進

申請書ダウン
ロード、電子申
請（市手続き）
の推進

市のホームページを通じ
て、各種申請書が入手でき
るサービスを提供するとと
もに、インターネット上で
申請のできるサービスを推
進する。

実施

情報推進課
各課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

39

※21マルチペイメン
トネットワーク
(MPN）の導入

マルチペイメン
トネットワーク
(MPN）の導入

マルチペイメントネット
ワーク(MPN）の導入に向け
た歳入システムの構築によ
り公金収納の効率化及び合
理化を図る。

歳入シ
ステム
導入計
画の策
定

システ
ムの検
討

システ
ムの稼
動

会計課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

40

※22統合型GIS(地
図情報システム）
の構築

統合型GIS（地
図情報システ
ム）の構築

各課で利用している地図情
報を一本化したシステムを
構築する。

システ
ム改修

システ
ム改修
（航空
写真）

情報推進課
関係課

　電子市役所化に継続して取り組み、市民がいつでも行政情報を閲覧したり、各種申請、届出など
の行政手続きが行えるよう推進していきます。
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番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

41
専門職員の育成、
情報化研修の実施

各種研修の実施

情報化を担う専門職員を育
成するとともに、職員の情
報を使いこなす能力の向上
を図るため、情報化研修の
実施に取り組む。
・地方自治情報センターの
  セミナーへの派遣

・※23eラーニング｢情報セ
  キュリティ研修」

・※24専門派遣研修

実施
情報推進課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

42
緊急情報配信サー
ビスの構築

緊急情報配信
サービスの実施

携帯電話のメール機能を利
用して、市民に不審者等に
関する防犯情報、警報・注
意報等の気象情報や災害情
報を配信する。

検討
実施

情報推進課

２ 市民サービスの充実

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

43 納付機会の拡大
市税等のコンビ
ニ収納

夜間においても市税等を納
付する機会を増やす。

市県民税、軽自動車税、固
定資産税、健康保険税、保
育料、延長保育料、児童ク
ラブ料、市営住宅家賃

実施
収納課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

44
窓口開設時間の延
長の検討

実施項目の検討
及び他課との協
議

市民課が発行する証明書
（住民票の広域交付は除
く）に限っての交付につい
ては、平成２４年７月の住
基法の改正により外国人住
民に対する証明書の発行も
可能になるので実施に向け
取り組むための調査研究。

課内の
職員意
識調査

具体的
な方法
の調査
研究と
他課と
の調整

窓口開
設時間
延長の
一部試
験的実
施

市民課
関係課

　市民ニーズを踏まえた利便性の高いサービスの提供を目指し、市民サービスの基本である窓口
サービスの見直しを進め、市民の目線に立った行政サービスの提供に努めます。
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番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

45
※25放課後児童クラ
ブの推進

放課後児童クラ
ブの推進

公共施設の有効利用として
児童クラブ事業を平成18年
度より実施してきたが、今
後も放課後子どもプランの
計画と合わせて、継続実施
していく。

実施

児童課
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５ 市民との協働による市政の実現

１ 情報公開の推進及び広報・広聴機能の強化

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

46
ホームページの充
実

ホームページの
利便性の向上

インターネットの特性を生
かした情報の発信を目指
し、システムの導入を検討
する。

秘書広報課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

47
審議会等会議の公
表

審議会等会議録
の公表

市民や有識者で構成される
各種審議会等の会議録等を
公表し、積極的な情報提供
に努める。

実施
各課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

48
※26パブリックコメ
ント制度の活用

パブリックコメ
ント制度の活用

市政全体もしくは各行政分
野における施策の基本的な
方針などを定める前に、計
画段階において幅広く市民
の意見を聞く機会を確保
し、計画や方針の策定など
に反映させていく。

実施
各課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

49
※27「市民め～る」
等の活用

「市民め～る」
等の活用

幅広く市民の意見・提言を
聞き、内容を検討すること
により、市政運営に活かし
ていく。

実施
秘書広報課

　まちづくりを進めていくうえで必要なことは、市民と行政が共通の認識を持つことです。行政運
営に関する情報を積極的に市民に開示・共有することにより行政の公平性や透明性を確保し、市民
に信頼される開かれた市政運営を行っていきます。

現在のシステムの充実を図りなが
ら、新システムの効果と導入の検討
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番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

50 市政懇談会の開催
市政懇談会の開
催

平成19年度、20年度は市内
小学校区で、平成21年度、
22年度は中学校区でタウン
ミーティングを開催した。
今後も市政懇談会を開催し
ていく。

中学校
区で開
催

秘書広報課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

51 ※28出前講座の推進出前講座の推進

市民グループの求めに応じ
て、職員を講師として派遣
し、市政に関する講座を開
き、グループの活動の手助
けをしていく。

制度の
ＰＲ

秘書広報課

２ 市民との協働による市政の推進

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

52
まちづくり推進協
議会の設立

まちづくり推進
協議会の設立

市民センターを中心にまち
づくり活動やコミュニティ
活動の拠点として２支所、
７市民センター地区ごとに
「まちづくり推進協議会」
を設立して事業実施。

９地区
のまち
づくり
推進協
議会

地域振興課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

53
各種審議会等への
市民公募委員の登
用推進

市民公募委員の
登用推進

各種審議会等において、幅
広い市民参加が行えるよ
う、公募委員の登用枠の拡
大を図る。

実施
各課

　これまでの行政主導のまちづくりを解消し、ボランティア、ＮＰＯ、民間等とのパートナーシッ
プにより、市民と行政の協働によるまちづくりを進めていきます。
　また、各種委員会・審議会委員の公募枠の拡大など、市民の市政に参加・参画できる機会の充実
に努めます。
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番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

54
各種審議会等への
女性委員の登用推
進

女性委員の登用
推進

男女協働参画社会の実現に
向け、各審議会等の委員改
選期には女性の登用を積極
的に図っていく。

実施
各課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

55
※29ワークショップ
の推進

ワークショップ
の推進

ワークショップを推進する
ことにより、行政主導型か
ら市民自らが主体となって
行動し、市民と行政が協働
して市政を推進していく体
制の構築を図る。

実施
各課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

56

ボランティア、Ｎ
ＰＯ、市民活動団
体の育成・支援・
指導者育成

市民活動支援セ
ンターの運営体
制を見直し

市民の活動、主体的な地域
づくりを促進するため、ボ
ランティアやＮＰＯなど市
民活動団体の育成や支援、
市民活動を組織・運営して
いくコーデイネーターや
リーダー等の育成に取り組
む。

組織の
再編、
実施体
制の強
化及び
見直し

実施体
制、支
援体制
の確立

地域振興課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

57
※30アダプト制度の
推進

アダプト制度の
推進

平成17年4月から稲沢市公
共施設アダプトプログラム
（里親制度）実施要綱によ
り、道路の美化、清掃活動
をボランティア活動を13団
体で実施している。新たな
団体の組織化を図るため、
ＰＲ活動を実施していく。

ＰＲ活
動を実
施

土木課
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番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

58
各種業務への
NPO・ボランティ
アの活用

NPO・ボラン
ティアとの協働

違反簡易広告物除却活動制
度に基づき、活動団体の増
加を目指し、周知活動を行
う。

実施
都市計画課
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６ 市民との役割分担を明確にし、効率的で質の高いサービスの実現

１ 民間委託等の推進

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

看護助手業務の
委託化

看護助手職員の退職不補充
及び本庁職場への異動によ
る看護助手業務の全面委託
化、リネン・洗濯業務の個
別委託の廃止。

実施
管理課

浄水場運転管理
委託の委託業務
の拡大

現在浄配水場運転管理の一
部委託を行っているが委託
業務の拡大を図り安定供給
に努める。 委託業

務拡大

水道工務課

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

60
地域団体との協働
の推進

公園管理の地元
団体への委託

公園や道路の清掃等の日常
的な管理を地域の団体等に
任せることにより、利用者
のモラル向上と施設の良好
な維持管理を目指す。

調査対象公園
｢どうこう公園」、「下津
３号公園」、「西町２号緑
地」

｢どう
こう公
園」

受入団
体調査

「下津
３号公
園」

受入団
体調査

「下津
３号公
園及び
西町

２号緑
地」

受入団
体調査

都市計画課

２ 施設の管理運営等の見直し

番号 実施事項 計画 取組内容 H22 H23 H24 H25 H26 担当課

61
※31指定管理者制度
の充実

新指針策定によ
る制度の効果的
運用

新たな運用指針を策定し、
指定管理者制度の充実を図
り、また制度を導入した施

設における※32モニタリン
グを通して、管理運営につ
いて検証を行い、さらなる
市民サービスの向上に努め
る。

新指針
策定

実施

企画課
各課

　施設管理における行政の関与の必要性を考慮しながら、民間事業者のノウハウを活かした施設運
営により効率的・効果的な管理運営を進めるため、指定管理者制度の充実を図り市民サービスの向
上に努めます。

　民間と競合する事務事業や民間の高度な専門的知識を活用した方がより効率化が図れる業務につ
いては、費用対効果を勘案しながら民間委託等を推進します。

59
外部委託の検討・
推進
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― 用語の説明 ― 

 

※１ 行政経営（Ｐ１） 

  「市民満足の向上」を図るため、民間企業の経営理念・手法を積極的に取り入れながら、市民の視点に

立って、自らの判断と責任で行政活動を展開していこうとするもの。 

※２ 三位一体の改革（Ｐ１） 

「国庫支出金の縮減」「地方への税源移譲」「地方交付税の見直し」の３つ柱を同時に進める改革。 

※３ 行政評価（Ｐ３） 

効率的、効果的で透明性の高い行政運営を行うため、行政が行う政策・施策・事務事業について、達

成状況および成果などを客観的に評価し、妥当性や達成度、成果を判定する手法。 

※４ 協働（Ｐ４） 

   市民及び市がそれぞれの持つ特性を活かしながら相互に補完し、協力して共通する目的の実現に向け、

連携・協力して取り組む考え方。 

※５ グループ制（Ｐ１５） 

   所属（課）の中にある係を廃止し、業務のまとまりごとに多人数で柔軟な運営のできるグループを設

置し、課内の相互協力体制が図れる制度。 

※６ 事務事業評価（Ｐ１６） 

   施策目的を達成するための具体的な手段である事務事業の評価。 

※７ 施策評価（Ｐ１６） 

   政策目的を達成するための方策である施策の評価。 

※８ 予算枠配分方式（Ｐ１７） 

   限られた財源を有効に活用するため、各部の裁量によって、予算の範囲内でその組立てを調整できる

制度。 

※９ 予算の複数年度管理（Ｐ１８） 

   ３年間程度の歳出総額を決め、事業の優先順位を付けるとともに、その枠内で政策目標の達成と予算

の効率的な執行を図る予算制度。 

※10 一般競争入札（Ｐ１８） 

   公告によって不特定多数の者を入札により競争させて契約を締結する方法。 

※11 特定家庭用機器（Ｐ２１） 

   特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）に規定される電気機械器具等（「エアコン」、「テ

レビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機・衣類乾燥機」の４品目）。 

※12 義務外品（Ｐ２１） 

小売業者に引取義務（自らが過去に販売した特定家庭用機器の引取りや販売に際しての同種の特定家

庭用機器の引取り義務）がない特定家庭用機器。 

※13 遊休資産（Ｐ２１） 

  使用・利用を休止している未利用地などの資産。 
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※14 公債費（Ｐ２４） 

地方債（地方自治体の借金）の元金返済額と支払利息（元利償還金）及び一時借入金利子の合計額。 

※15 公的資金補償金免除繰上償還（Ｐ２４） 

地方債を償還期限前に繰上償還する場合、補償金を支払うこととされていますが、徹底した行政改革

を内容とする財政健全化計画等を策定した地方公共団体を対象に、この補償金が免除される。 

※16 財務諸表（Ｐ２４） 

  貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の4表で構成される。 

※17 任期付任用職員（Ｐ２７） 

     高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務

に従事させる場合、又は期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であ

る場合など、条例で定めるところにより、職員の任期を定めて採用することができる制度。  

※18 人事考課制度（Ｐ２７） 

  職員の勤務成績の評定を行い、併せて職員の能力の開発と活用、意識改革と士気の高揚、人材育成及び

「公平・公正性」、「透明性」、「客観性」、「納得性」のある人事管理を図るための制度。 

※19 フレックス制度（Ｐ２７） 

労働者自身が一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時刻を決定することができる労働時間

制。 

※20 電子申請サービス（Ｐ２９） 

   市役所に対する申請・届け出などの手続きの一部を、自宅や職場のパソコンからインターネットを通

じて、原則24時間・365日行うことができるサービス。 

※21 マルチペイメントネットワーク(MPN）（Ｐ２９） 

   地方公共団体等と金融機関を通信回線で結び、税金などを金融機関の窓口のほか、現金自動受払機

（ATM）やインターネットバンキングを利用して支払えるようにし、事務処理期間の短縮や負担の軽減

を可能とするサービス網のこと。 

※22 統合型GIS（Geographic Information System）（地図情報システム）（Ｐ２９） 

   複数の部局が利用するデータ（道路、街区、建物、河川など）を、各部局が共有できる形で整備・利

用していく庁内横断的なシステム。データの重複整備を防ぎ、各部署の情報交換を迅速にし、行政の

効率化と住民サービスの向上を図ることができる。 

※23 ｅラーニング（Ｐ３０） 

   地方自治情報ｾﾝﾀｰが実施するパソコンやコンピュータネットワークなどを利用して行う自己研修。全

職員を対象とし、一般コース（5講座2週間）と専門コース（20講座8週間）の二つのコースがあり、

選択も可。 

※24 専門派遣研修（Ｐ３０） 

   セキュリティー対策、システム・ネットワーク運用管理、プログラム言語等のＩＴ技術の習得と情報

化推進に向けた専門研修へ計画的に派遣し、高度な専門知識を有する職員を育成する。 
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※25 放課後児童クラブ（Ｐ３１） 

   昼間に労働などにより保護者のいない家庭の小学校低学年などの児童の育成、指導に資するため、授

業の終了後に遊びを主とする健全育成活動を行う地域組織。 

※26パブリックコメント制度（Ｐ３２） 

一定の行政計画や規制・制度、新規事業について、市が意思決定を行う前にその計画案や概要等を市民

に公開して、市民がそれに対する意見や情報を提案・提供できる制度。 

※27 市民め～る（Ｐ３２） 

     市政などに対する意見・要望などをＥメールなどで受け取る制度。 

※28出前講座（Ｐ３３） 

  市民等が主催する集会等に、市役所の職員を講師として派遣し、市の施策や事業について説明する。 

※29 ワークショップ（Ｐ３４） 

   グループ作業を通じて参加者が自由に意見やアイデアを出し合いながら全体の意思を決定していく作

業や会議のこと。 

※30 アダプト制度（Ｐ３４） 

「アダプト」は「養子にする」の意。ボランティアとなる市民が里親となって道路、公園などを自らの

「養子」とみなし、定期的に行う清掃・美化活動を行う制度。 

※31 指定管理者制度（Ｐ３６） 

地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が施設の管理を代行する制度。地方公共団体が出資して

いる法人に限らず民間企業も指定管理者として指定することができる。指定には議会の議決が必要。 

※32 モニタリング（Ｐ３６） 

   指定管理者が施設管理業務などを適切に履行しているか、現地調査、ヒアリング、業務報告書のチェ

ックをし、指定管理者の管理業務の実施状況を監視すること。 
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